
   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol.1７4 
令和３年6月発行 

群馬県 食品・生活衛生課 

  

６月は「食育月間」です。３つの「わ」を実践しよう！ 

 「食育」とは、様々な経験を通じて、「食」に関する知識と「食」を選択する力を身に付け、健全な 

食生活を実践できる力を育むことです。（食育基本法前文より） 

「いただきます」「ごちそうさま」と感謝の気持ちを伝える、食材の無駄や食べ残しをしない、栄養 

バランスに優れた「和食」を食べる、など、今日からできる食育の取組をこの機会に始めてみませんか？ 

◆群馬県が目指す食育◆ 

 「食育」は、「知育・徳育・体育」の基礎となり、生きる上での基本となるものです。 

 県では、生涯にわたって健全な食生活を実践できるよう、家庭や学校、身近な地域や職域で、更

に食育を推進していくため、令和３年度から令和７年度までの５年間を推進期間とする第４次計画を

策定しました。 

第４次 群馬県食育推進計画がスタートしました!! 



  

 

ご意見・ご感想 

お問い合わせは 

こ ち ら へ 

★公式フェイスブックで情報発信中！（https://www.facebook.com/gunma.shoku.anzen/） 

 

出典：元気の源 共食のすすめ（群馬県） 


